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「技能職員の勤務労働条件等」に関する本交渉（議事録） 

 

【支部】 

それでは、ただいまから、支部として、「2023自治労現業統一闘争に関する要求書」の申し入れを行

う。 

「2023 自治労現業統一闘争に関する要求書」手交 

 

自治労は、2023 年現業・公企統一闘争を産別統一闘争として「住民の未来に貢献できる、自治体責

任による質の高い公共サービスの確立」を基本的な目標に掲げ「職の確立」を基本とする「新たな技能

職」への取り組みと「より質の高い公共サービス」の提供に必要な人員確保や賃金・労働条件の改善を

めざすため、個別の具体取り組み指標を設定し、全国で闘争体制の強化を図ることとしている。また、

長年の退職不補充や任用替えなど合理化の矢面に立たされてきた現業職場の最重要課題は人員確保で

あることから、春闘段階から年間を通じた取り組みを進めている。 

近年、全国各地で想定を超える大規模自然災害が頻発する中、大阪市では「大阪市地域防災計画」や

「大阪市地域防災アクションプラン」を設定し、防災・減災対策を推進する一方で「市政改革プラン

3.1」では、新たに、改革プラン終了以降の目標として、直営業務を精査し技能職員を半数程度に削減

するとの考えを示している。 

支部は、直営体制を基本に「質の高い公共サービス」を提供し、市民が安全で安心して暮らせるまち

づくりを進めていくことが、建設局としての公的役割と責務であると認識している。そうしたことから、

災害時の対応も含め、より質の高い公共サービスの提供体制を確立するためにも、技能職員がこれまで

培ってきた、技術・技能、知識・経験を継承していくことは必要不可欠であり、業務に必要な人材を確

保するため、技能職員が従事している全ての職域で退職者数に見合う採用を行うとともに、継続した採

用を行うよう強く求める。 

また、新型コロナウイルス感染状況は落ち着きつつあるが、我々の担う業務は市民生活にとって欠か

すことができないことから、大阪市職員である自覚と責任のもと、日々、懸命に業務を遂行してきた。

局として、こうした組合員の努力をしっかりと評価し、受け止めるよう求める。 

この間、支部は、組合員の生活と権利を守ることはもとより、市民福祉の向上と市民のための市政改

革、市政運営の発展に寄与することを第一義に、大きく変貌する時代に対応すべく、市民に必要とされ

る公共サービスの確立を図る取り組みを進めている。引き続き、市民が求める「質の高い公共サービス」

を提供していくために、さらなる現業職場活性化運動に邁進する決意である。 

現業統一闘争は、通年闘争として取り組んでいるが、節目の時期にあたり、支部としての決意を申し

上げるとともに、建設局として、市民が安全で安心して暮らせるまちづくりを推進するよう強く要請し、

以下の 12項目について要求するので、局として誠意をもって対応されるよう要請するものである。 

 

１． 行政の責務として「質の高い公共サービス」を提供するため、市民生活に密接に関わる維持管理

業務については「直営」を基本とすること。 

 

２．市民ニーズを的確にとらえ、より質の高い公共サービスを提供するとともに、技能職員の「知識・

技能・経験」を継承し「職の確立」を図るため、早急に要員を確保すること。 
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３．災害発生時の減災のために、現業管理体制を活用した「直営」による災害体制を構築すること。 

 

４．現業職場の「活性化」にむけより強固な業務執行体制の確立と、現業管理体制のさらなる充実・

強化を図ること。 

 

５．組合員が「働きがい・やりがい」を持てるよう、２級班員については積極的に配置するとととも

に、配置に伴う人事異動等は慎重に行うこと。また、課長代理への昇任選考については、早急に

実施すること。 

 

６．勤務労働条件の変更については、労使自治の原則のもと事前協議を遵守し、一方的変更を行わず、

これまでの労使交渉のあり方を尊重すること。 

 

７．現業労働者に対するあらゆる差別を許さず、生活と地位の向上を図ること。 

 

８． 「職員基本条例」に基づく人事考課制度における相対評価を廃止すること。人事評価制度につ

いては「公平・公正性、透明性、客観性、納得性」を確保し、人材育成を主眼として、個々人の

資質向上を図るための制度とすること。 

 

９．労働安全衛生は、勤務・労働条件に直接かかわることからすべての公務災害・職業病を一掃する

ため、労働安全衛生管理体制の充実・強化を図ること。  【詳細は別紙】 

 

１０．新型コロナウイルス感染症防止については、職員が安心して業務に従事できるよ 

う対策を講じること。特に、感染症対策に関して業務上必要な物品は十分な備蓄 

を確保すること。 

 

１１．労働安全衛生面に十分に配慮し、業務実態に見合った作業服等を貸与すること。 

 【詳細は別紙】 

 

１２．退職後、再任用を希望する全職員の雇用確保をはかること。また、定年延長については、 

国とは異なる加齢に伴う困難業務などの実情や業務実態を踏まえ、65歳まで安心して働き 

続けられる職場環境と、多様で柔軟な働き方が可能となる雇用制度の確立をはかること。                           

 

【局】 

本市においては、「市政改革プラン 3.0」の中間見直し版として令和４年３月に策定された「市政改

革プラン 3.1」に基づき、市民サービスの向上、コスト削減、スピードアップに取り組んでいる状況の

なか、皆様方が日々の現場において、市民ニーズを細かく把握し、創意工夫と努力によって市民サービ

スの提供に努めていただいていることは、十分に認識しているところである。 

また、職員の採用については、職制の判断と責任において行う管理運営事項であるが、局としても、

職員の高齢化や技術の継承などは課題であると認識している。 
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それでは、支部より「技能職員の勤務労働条件等について」の交渉申し入れとして、「自治労現業統

一闘争に関する要求書」をお受けしたが、その申し入れに関わり、過日の予備交渉において確認した要

求書の１２項目のうち、９、１０、１１項目につきまして、回答させていただく。 

職員の安全と健康を確保し、さまざまな職場で働く職員が働きやすい環境を整備することは、業務の

効率的な推進や市民サービスの充実にも資することにつながることから、重要な課題と認識していると

ころである。 

労働安全衛生については、職場における職員の安全と健康の確保を最重要課題とし、職員の健康の保

持・増進や公務災害防止のために、事業所ごとに産業医を選任するなど各職場安全衛生委員会を中心と

した活動に支部の皆様のご協力もいただきながら、安全衛生活動の充実に努めてきた。 

 

それでは、要求書の項目９について、別紙詳細にてお受けした「2024 年度 労働安全衛生の改善に

むけた要求事項」の項目に沿って回答させていただく。 

１点目の予算に関する事項については、職員が安全かつ健康にその能力を十分に発揮し、質の高い行

政サービスを提供できるよう職場の環境整備に取り組むことは、事業主の重要な責務であると認識して

いるところである。 

今後も、局が主体的に予算の確保に努め、効果的な労働安全衛生対策の実施に努めてまいりたいと考

えている。 

2点目の各安全衛生委員会の充実と実効あるものにすることについては、各安全衛生委員会で新型コ

ロナウイルス感染拡大防止策を講じつつ、実効ある活動に努めてきた。一方、全市的な取り組みとして、

各局の安全衛生にかかる情報や取り組みの経験と成果を横断的に共有することを目的とした大阪市労

働安全衛生連絡会議が設置されており、当局からも積極的に参画しているところである。  

今後とも連絡会議の議論や支部安全衛生推進委員会からのご意見を踏まえ安全衛生活動の活性化を

図ってまいりたいと考えている。 

3 点目の「安全作業の手引き」「職場巡視チェックリスト」の活用については、産業医の職場巡視な

どにおいて「職場巡視チェックリスト」を活用するよう周知し、職場の安全対策への取り組みの推進を

図ってきた。また、「安全作業の手引き」の活用について周知し、内容については実効あるものとする

よう、今後労働安全衛生法の改正の際等、適宜改訂を図っていく。 

4 点目の保護具の着用、安全衛生に関する表示、施設の点検、快適な職場環境等の整備については、

局としても重要な課題であると認識している。 

安全な作業環境に関しては、建設局独自の取り組みである酸欠月間や年末年始無災害運動などの各種

月間において、重点項目を設けて職員の安全意識の高揚を図るとともに、労働安全コンサルタントによ

る安全診断を実施し、その診断結果を各職場安全衛生委員会に反映するなど、情報の共有化を図ってき

た。 

今後とも職場安全衛生委員会の活動内容の周知徹底を図り職員個々の自覚を促し、意識の共有化がで

きるように努めてまいりたい。 

5 点目の労働災害の防止対策については、公務災害が発生した際には、同種の災害発生を防ぐため、

「公務災害速報」を作成し、職員への注意喚起を行うとともに、災害が発生した職場において作成され

た「公務災害発生の問題点と対策」等を各職場安全衛生委員会へ通知するなど、支部推薦委員が参画す

る各職場安全衛生委員会と連携しながら、災害の防止に努めてきた。 

熱中症対策については、本年も熱中症予防対策の取り組みとして、職場安全衛生委員会委員等を対象
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に「熱中症予防対策セミナー」を開催し、熱中症の症状等の基礎知識はもとより、予防対策や対処方法

等について知識の習得並びに向上を図った。また各職場へは、「熱中症の予防対策について」を周知し、

作業環境管理や作業前、作業中の体調管理を十分行うなど、作業実態に応じた予防対策を実施するよう

周知徹底を図ってきた。今後、国の熱中症特別警戒情報等の運用の動向に注視しつつ、引き続き注意喚

起や意識啓発に取り組むとともに、さらに、熱中症による重篤な労働災害を未然に防止するべく、支部

のご意見もいただきながら、関係先との協議や取り組みを進めてまいりたい。 

6点目の作業用ヘルメットをはじめとした保護具の着用については、局としても職員の安全の確保の

ために、重要な事項であると認識しており、今後も全ての作業において作業用ヘルメット等の着用につ

いて周知徹底してまいりたい。 

7点目の衛生管理にかかる内容の充実と啓発活動の実施については、全ての職員が定期健康診断を受

診するよう周知徹底を図ってきた。 

一方、健康診断受診後の事後措置対象者に対しましては、産業医と連携・協力しながら、医療機関へ

の受診勧奨及び生活習慣改善指導等の徹底を図り、適切な事後措置の実施に努めている。 

引き続き、産業医の活用や、職場安全衛生委員会との連携を密にし、職員の健康の保持・増進を図り、

衛生管理活動の推進に努めてまいりたい。 

8点目の心の健康の保持増進に向けての取り組みについては、建設局においては、メンタルヘルス不

調を抱える職員は年度によるばらつきはあるものの、ここ数年は横ばい傾向にある。職員が健康で働き

やすい職場づくりを推進するためには、メンタルヘルスケアは重要な課題と認識している。 

全職員を対象に実施されるストレスチェックの結果、高ストレスで面談を希望した職員に対しては、

総括産業医等との面談をスムーズに行えるよう対応してきた。今後も、あらゆる機会をとらえてメンタ

ルヘルスの不調を未然に予防し、早期発見、早期対応を行えるよう、メンタルヘルスに関する相談窓口

の周知を行っていくとともに、建設局独自の取り組みである、職場の管理監督者等を対象とした研修を

引き続き実施してまいりたい。また、各職場安全衛生委員会に対しても、産業医による講義や安全衛生

啓発用 DVDを活用した研修など、メンタルヘルス対策への積極的な取り組みの強化を要請し、各職場が

状況を認識し、職場環境改善に努める等、職員一人ひとりが健康で働きやすい職場づくりに、引き続き

取り組んでまいりたい。 

9 点目の研修会等の開催及び酸欠防止等の講習会の拡充を図ることについては、「大阪市職員安全衛

生管理規則」においても、安全衛生教育について局における実施が規定されているところであり、今後

とも内容の充実に努めてまいりたいと考えている。 

また、今年度においても、一部の特別教育については労働安全コンサルタントが学科を、工務課が実

技の講師として実施し、技術の維持と有資格者の拡充を図ってきた。 

今後も引き続き、研修会等の実施について取り組みを進めてまいりたい。 

10 点目の安全衛生管理体制の徹底については、安全衛生対策を総括する総括産業医や健康管理担当

医など総務局との連携を密にし、より有効で効果的な安全衛生対策の推進に努めてきた。今後も引き続

き、安全衛生管理体制の徹底を図ってまいりたい。 

つづいて、要求書の項目１０について、新型コロナウイルス感染症について、本年５月より、５類感

染症と位置付けられたことで、その対応も大きく変更されているが、引き続き、安心して業務に従事で

きるための対策を講じるよう努めているところである。 

つづいて、要求書の項目１１については、これまでも職員の労働安全衛生面を十分配慮し、業務実態

に見合った被服の貸与に努めているところである。 
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今後も、より業務実態に見合った被服の貸与となるよう、支部のご意見もお伺いしつつ、改善の必要

があると考えられる場合については、関係先に申し入れてまいりたいので、引き続き、ご協力をよろし

くお願いしたい。 

そのほか、今後、局支部間において協議すべき事項が生じましたら、適宜、事務折衝等の場において

協議を行ってまいりたいと考えているので、よろしくお願いしたい。 

 

【支部】 

只今、職員課長より回答が示された。 

支部は、組合員の安全と健康を守る労働安全衛生の取り組みは大変重要なものと考えている。その中

でも、熱中症予防対策については、今年度も酷暑に見舞われ、屋外で業務を行うことの多い技能職員に

ついては、過酷な状況下での作業となる。今後においても、各現場段階での熱中症予防対策、並びに取

組の強化をはかるよう要請する。 

また、新型コロナウイルス等の感染症対策については、局責任において感染拡大防止対策を講じるこ

とはもとより、業務上必要な物品については十分に備蓄することを求める。 

つづいて、次年度の業務執行体制に基づく要員配置については、２級班員の積極的な配置と職場実態

に応じた適正配置を求める。人事異動についても、人事異動実施要綱とらわれることなく、各所属にお

いてバランスの取れた配置となることで、技術の継承等がスムーズに図られ、市民サービスの充実に繋

がるものと認識している。局として、各所属の意見を十分に踏まえた対応を求める。 

さらに、課長代理への昇任選考については、現在不在となっており、昇任選考の早期実施に向け再度

要請する。 

最後に、日々刻々と変化する社会状況に対応していくためにも、技能職員の技術・技能・知識や経験

を発揮でき得る業務執行体制を構築していくことが重要であると考える。 

その上において、今般の交渉については予備交渉を経たものであり、一定了承をするものである。 


